
淡路市農業委員会だより

※このチラシは雑がみです。不要となった場合は、資源ごみのその他紙類としてリサイクルにご協力をお願いします。

農
地
の
所
有
者
や
使
用
収
益
者
は
、
農
地
を
適
正
に
利
用
す
る
責
任

が
あ
り
ま
す
。

農
地
の
適
正
管
理
を
怠
る
と
、
雑
草
の
繁
茂
に
よ
る
害
虫
発
生
や
鳥

獣
被
害
の
温
床
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
火
災
発
生
の
原
因
や
ゴ
ミ
の
不

法
投
棄
に
よ
る
悪
臭
の
発
生
原
因
、
花
粉
の
飛
散
な
ど
、
近
隣
農
業
者

や
周
辺
住
民
の
方
々
に
多
大
な
迷
惑
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

農
地
を
所
有
す
る
方
は
、
定
期
的
に
草
刈
り
や
耕
起
な
ど
を
行
い
、

農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
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◇淡路市農業委員会からのお願い◇

◇淡路市農業委員会の活動について◇

令
和
７
年
度
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

●全国農業新聞●
見やすく！ 分かりやすく！
充実した農業・農村の情報を届けます。

購読料 月額９００円（税込）

発行元 全国農業会議所

発行日 毎週金曜日

申 込 農業委員会事務局まで

農
地
を
相
続
し
た
時
は
、

農
業
委
員
会
へ
届
出
を

相
続
等
（
遺
産
分
割
・
包
括
遺
贈
を

含
む
。
）
に
よ
り
農
地
を
取
得
し
た
場

合
は
、
農
業
委
員
会
に
そ
の
旨
の
届
出

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

届
出
の
様
式
は
、
農
業
委
員
会
事
務

局
窓
口
ま
た
は
淡
路
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に
変
更
す

る
こ
と
を
農
地
転
用
と
い
い
、

兵
庫
県

知
事
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

無
許
可
で
の
農
地

転
用
や
許
可
内
容
と

異
な
る
目
的
に
転
用

し
た
場
合
は
、
原
状

回
復
を
含
め
た
是
正

指
導
や
罰
則
が
課
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

農
地
の
違
反
転
用
は

や
め
ま
し
ょ
う

農
業
委
員
会
地
区
別
研
修
交
流

会
を
実
施
し
ま
し
た

←詳しくはこちら

【全国農業会議所HP】

遊
休
農
地
の
発
生

防
止
・
把
握
を
目
的

と
し
た
農
地
パ
ト
ロ

ー
ル
を
農
業
委
員
と

農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
が
各
担
当
地

区
に
分
か
れ
て
、
実

施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
淡
路
市
役

所
に
て
行
っ
た
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
出
発
式

で
は
、
戸
田
淡
路
市

長
に
ご
参
加
い
た
だ

き
、
激
励
の
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

出
発
式
の
様
子

公
益
社
団
法
人
ひ
ょ
う
ご
農
林
機
構

が
主
催
す
る
淡
路
島
内
三
市
の
農
業
委

員
会
の
委
員
参
集
の
も
と
、
昨
今
の
農

政
情
勢
等
に
つ
い
て
の
研
修
交
流
会
を

淡
路
市
防
災
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
で
実

施
し
ま
し
た
。

研
修
交
流
会
で
は
、
農
業
委
員
会
の

運
営
や
業
務
の
遂
行
方
法
を
中
心
に
、

各
市
で
実
施
し
て
い
る
方
法
な
ど
に
つ

い
て
、
委
員
間
で
意
見
を
交
わ
し
ま
し

た
。今

後
の
業
務
遂
行
に
必
要
な
知
識
の

習
得
及
び
参
考
事
例
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
有
意
義
な
研
修
交
流
会
と
な

り
ま
し
た
。
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【問い合わせ先】

淡路市農業委員会事務局　☎0799-64-2516（直通）　淡路市生穂新島８番地（１号館２階３５番窓口）

※このチラシは雑がみです。不要となった場合は、資源ごみのその他紙類としてリサイクルにご協力をお願いします。

令
和
五
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
相
続

土
地
国
庫
帰
属
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
制
度
は
、
所
有
者
か
ら
の
申

請
に
よ
り
、
所
有
権
を
国
に
移
転
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

本
制
度
を
活
用
す
る
場
合
、
法
令
で

定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
、
一
定
の

費
用
負
担
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
「
法
務
省

国
庫

帰
属
」
で
検
索
ま
た
は
土
地
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
法
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先
・
申
請
先

神
戸
地
方
法
務
局
（
兵
庫
県
内
管
轄
）

０
７
８(

３
９
２)

１
８
２
１

相
続
し
た
農
地
の
管
理
に

お
困
り
の
方
へ

◇淡路市農業委員会からのお知らせ◇

住
所
等
変
更
登
記
の
義
務
化

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
登
記
名
義

人
（
不
動
産
の
所
有
者
）
の
氏
名
若
し

く
は
名
称
又
は
住
所
に
変
更
あ
っ
た
場

合
は
変
更
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
年
以
内

に
変
更
の
登
記
の
申
請
を
行
う
こ
と
が

義
務
付
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
義
務
化
前
に
住
所
や
氏
名
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
令
和
十
年
三

月
末
ま
で
に
、
変
更
の

登
記
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
法
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▲法務省HP

農
地
の
貸
し
借
り
の
制
度

が
変
わ
っ
て
い
ま
す

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
農
地
の
賃

借
制
度
が
農
地
法
第
三
条
許
可
に
よ
る

賃
借
又
は
農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る

賃
借
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
担
当
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
ま
た
は
、

淡
路
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲淡路市HP

現
在
の
農
地
の
貸
し
借
り
制
度
（
概
要
）
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